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１ 多面的機能支払交付金の課題と対策

１



① 多面的機能支払の課題

● 将来（５～10 年後）の充足状況の認識

資料：平成30年度に活動を終了した組織への調査（回答数1,302組織）より作成

資料：令和３年度→令和４年度動向調査結果より作成（N＝386組織）
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※全活動組織のうち、
20ha未満の組織の割合は約35%

資料：令和５年度農林水産省農地資源課調べ（回答数1,010組織）

○多面的機能支払の廃止組織の面積階層別内訳

○多面的機能支払の取組を継続しなかった理由

○地域共同活動への地域内参加の充足状況に関する認識

廃止組織は
小規模組織が多い

○地域共同活動による保全管理について、将来は約半数の組織において、参加者の不足により活動に支障をきたす見込みがあるとともに、
小規模活動組織を中心に、役員・事務処理担当者の高齢化・後継者不足等により、活動を継続できなくなるおそれがある状況。

○地球温暖化の防止や生物多様性の保全に資する長期中干し、冬期湛水等の取組面積は、減少又は現状維持の傾向が見られる状況。また、
長期中干し、冬期湛水等は地域全体の水管理に係る調整が必要。
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○ 人口減少や高齢化に伴い事務作業や活動の継続が困難となることに対応するため、これまでも活動組織の広域化、地域への外部人材の呼込み、
事務負担の軽減等に取り組んできたところであるが、今後、更に現状の課題に対応していくため、今期においては、引き続き広域化の推進や事
務負担の軽減に取り組むとともに、活動組織の体制強化に向けて、活動組織と外部団体等とのマッチングの仕組みの構築に取り組む。

〇 環境負荷低減に係る取組については、これまで環境保全型農業直接支払で支援してきたが、地域でまとまりをもって取り組むことで効率的か
つ効果的に推進されることが期待される取組（長期中干し、冬期湛水等）については、令和７年度から多面的機能支払で支援する。

② 多面的機能支払の第３期（R7～11）対策について

○ 国、県、市町村による集落の共同活動への支援等を強化○ 多面的機能支払の事務の省力化、組織体制の強化を図るため、
活動組織の広域化等を一層推進

多面的機能支払活動組織

都道府県・市町村等

制度面から
指導・助言

活動・組織強化を支援
・外部団体等とのマッチング
・専門家派遣 等

連携

土地改良区国

○ 環境負荷低減（長期中干し、冬期湛水等）の取組を、
多面的機能支払において地域共同で行うことにより推進

長期中干し 冬期湛水

集落等や団体の「代表者」
で構成（会長、副会長、
会計、監査を置く）

運営委員会
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・活動準備（活動計画の作成、資材等の手配等）
・作業日報等の整理、とりまとめ
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２ 新たな食料・農業・農村基本計画

における多面的機能支払交付金の位置付け
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第４食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

Ⅰ 我が国の食料供給

食料・農業・農村基本計画 抜粋

７
10



Ⅳ 環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発
揮

第４食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
食料・農業・農村基本計画 抜粋

８
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Ⅴ 農村の振興

第４食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

食料・農業・農村基本計画 抜粋

９
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３ 令和７年度予算における制度拡充の概要等
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＜対策のポイント＞
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援します。

＜事業目標＞
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動への多様な人材の参画率の向上（５割以上［令和７年度まで］）
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動により広域的に保全管理される農地面積の割合の向上（６割以上［令和７年度まで］）

日本型直接支払のうち

多面的機能支払交付金

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．多面的機能支払交付金 48,463（47,050）百万円
① 農地維持支払

地域資源の基礎的保全活動等の多面的機能を支える
共同活動を支援します。

② 資源向上支払
地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命

化のための活動を支援します。

２．多面的機能支払推進交付金 1,585（1,539）百万円
交付金の適正かつ円滑な実施に向けて、都道府県、市

町村等による事業の推進を支援します。

交付単価

［５年間以上実施した地区は、➋に75％単価を適用］

※１：➋、❸の資源向上支払は、➊の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：➊､➋と併せて❸の長寿命化に取り組む場合は､➋に75％単価を適用
※３：❸の長寿命化において、直営施工を行わない場合は、5/6単価を適用

都府県 北海道

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
 （共同）

❸資源向上支払
 （長寿命化）

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
 （共同）

❸資源向上支払
 （長寿命化）

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400

畑 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600

草地 250 240 400 130 120 400

（円/10a）

※1,2,3 ※1,2,3※1 ※1

＜事業の流れ＞

市町
村

定額
農業者
等

定額
（１の事業）

市町村
等

定額

（２の事業）

国 都道府県
定額

農地維持支払

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持 等
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資
源の保全管理に関する構想の策定 等

水路の泥上げ農地法面の草刈り 農道の路面維持

・水路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や生
態系保全などの農村環境保全活動 等
・老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための
補修 等

水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除

資源向上支払

実 施 主 体：農業者等で構成される組織（ ➊及び❸は農業者のみで構成する組織でも取組可能 ）
対象農用地：農振農用地及び多面的機能の発揮の観点から都道府県知事が定める農用地

【加算措置】
項目 都府県 北海道

多面的機能の更なる増進への
支援

多面的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合等
（加算対象活動に「広域活動組織における活動支援班※の設置及び活動の実施」、
「水管理を通じた環境負荷低減活動の強化」の項目を新たに追加）

田 400 320

畑 240 80

草地 40 20

水田の雨水貯留機能の強化
（田んぼダム）への支援

資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積の1/2以上で取り組む場合 田 400 320

項目 交付単価

組織の体制強化
への支援

広域活動組織の設立と
活動支援班※の設置を
併せて行うこと

40万円/組織

※広域活動組織内の集落をまたいで共同活動を支援す
ることを目的として設置される班

※黄色ハイライトは拡充等項目

【令和７年度予算額 50,048（48,589）百万円】

（円/10a）

項目 交付単価

環境負荷低減の
取組への支援

化学肥料と化学合成農
薬を原則５割以上低減
する取組と併せて環境負
荷軽減に取り組む面積が
増加する場合

長期中干し 800

冬期湛水 4,000

夏期湛水 8,000

中干し延期 3,000

江の設置等
作溝実施 4,000

作溝未実施 3,000

（円/10a）

①
②

③
④
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組織の体制強化への支援（活動支援班加算）【R7拡充】

○ 活動組織の広域化と活動支援班の設置による体制強化を促進するため、広域活動組織の設立と活動支援班の設置を併せて行う場
合に、40万円/組織を支援するもの。

１ 活動支援班の定義

・複数の集落で構成される広域活動組織において、活動組
織内の集落をまたいで共同活動を支援することを目的とし
て設置される作業チーム。

・活動支援班加算を申請する年度に、広域活動組織※を
新たに設立し、併せて活動支援班を設置すること。

※広域活動組織は、旧市区町村区域等の広域エリアにおいて、集落又は活
動組織及びその他関係者の合意により、農用地、水路、農道等の地域資源
の保全管理等を実施する体制を整備することを目的として設立するもの。

・活動支援班のメンバーは、活動組織の構成員であり、
複数人で構成されていること。

２ 加算措置の要件

３ 加算単価

注）既に広域活動組織を設置している場合は、本加算の対象外。た
だし、多面的機能の増進を図る活動「広域活動組織における活動支
援班による活動の実施」は対象となる。

区分 加算単価

広域活動組織の設立及び
活動支援班の設置

40万円/組織

集
落
③

【活動支援班】
土地改良区OB、建設業者OB 等

集
落
⑤

長寿命化、
草刈り等支援

長寿命化、
草刈り等支援

構成員が活動
支援班メンバー
として参加

構成員が活動
支援班メンバー
として参加

集
落
②

集
落
④

集
落
①

活動困難 活動困難

広域活動組織

【活動支援班による支援体制のイメージ】

集
落
③

【活動支援班】
土地改良区OB、建設業者OB 等

集
落
⑤

長寿命化、
草刈り等支援

長寿命化、
草刈り等支援

構成員が活動
支援班メンバー
として参加

構成員が活動
支援班メンバー
として参加

集
落
②

集
落
④

集
落
①

活 動 困 難 活 動 困 難

広域活動組織

【活動支援班による支援体制のイメージ】

※１農林業センサスにおける農業集落をいう。（多面的機能支払交付金実施要領
第１の４の（７）参照）※２活動支援班加算の制度の目的は、「活動支援班の
設置」だけでなく、「広域活動組織の設立」を促進することであり、既に広域活
動組織となっている組織が面積を拡大する場合や令和６年度までに広域活動組織
を設立し広域化加算を受け取っていない場合は、支援の対象外。（増進項目は対
象となる。）※３水路の草刈りや泥上げ等の基礎的な保全活動、長寿命化の取
組だけでなく、農村環境保全活動等も対象。

●活動支援班の定義・要件・複数の集落※１
で構成される広域活動組織※２において、活
動組織内の集落をまたいで共同活動※３を支
援することを目的として設置される作業チー
ム。・活動支援班のメンバーは、活動組織の
構成員であり、複数人で構成されていること。

予算PR版
R7多面的機能支払交付金のあらまし

R7改定のポイント
から引用
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環境負荷低減の取組への支援（みどり加算）【R7拡充】  

○ 環境負荷低減の取組を促進するため、これまで環境保全型農業直接支払交付金において支援してきた長期中干し等の水管理を伴
う取組への支援については、地域でまとまりをもって取り組むことで効率的かつ効果的に推進されることが期待できることから、資源向上
支払の加算措置(みどり加算)として支援するもの。

１ 加算対象となる取組

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベルから
原則として５割以上低減する取組と環境負荷低減の取組と
組み合わせて行うもの。

① 対象取組について、環境負荷低減の取組の取組要件
を満たすこと（毎年度実施）。
・長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、中干し延期、江の設置等※

※R6年度まで環境保全型農業直接支払交付金の地域特認取組によって魚
類保護の取組を行っていた都道府県においては、江の設置等（作溝未実
施）として当該取組を実施することを可能とする。

② 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベ
ルから原則として５割以上低減する取組と組み合わせて
行うこと（毎年度実施）。
・主作物について、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の
慣行レベルから原則として５割以上低減する取組。

③ 取組ごとに２年目以降の取組面積が初年度の取組面
積を下回らず、終了年度の取組面積が初年度の取組面積
を上回ること。
・加算対象面積の考え方は、本加算の実施面積（畦畔及び法面

面積を含めない）を加算対象面積（a単位）とする。

２ 加算措置の要件

３ 加算単価

○ 環境負荷低減の取組を促進するため、これまで環境保全型農業直接支払交付金において長期中干し等の水管理を伴う取組へ支援
を実施。

○ このような取組は、地域でまとまりをもって取り組むことで効率的かつ効果的に推進されることが期待できることから、資源向上支払の加
算措置(みどり加算)として支援するもの。

注1）同一ほ場で複
数の取組を実施した
場合においても、受
けられる加算は１つ
の取組分のみとなる。

注2）R7年度から５
年間以上実施した地
区は、単価に0.75を
乗じた額になる。

加算対象面積
＝

本加算の実施面積
（畦畔及び法面面
積を含めない）

資源向上（共同）の対象農用地

区分 加算単価

長期中干し ８００

冬季湛水 ４,０００

夏季湛水 ８,０００

中干し延期 ３,０００

江の設置（作溝実施） ４,０００

江の設置（作溝未実
施）

３,０００

（円/10a）

化学肥料と化学合成農薬を原則５割以上低減する取
組 ＋

長期中干
し

冬季湛水 江の設置
等

予算PR版
R7多面的機能支払交付金のあらまし

R7改定のポイント
から引用
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（参考）水田の雨水貯留機能の強化への支援（田んぼダム加算）（R3拡充）

○ 近年多発する豪雨災害への対策に向け、水田の持つ雨水貯留機能を活用した取組を推進する必要があることから、資源向上支払
（共同）の支援対象となっている「田んぼダム」の取組に対して、一定の取組面積等の要件を設けた上で、加算措置を設定。

○ 「田んぼダム」の効果発現には面的な広がりが重要であることから、より広範囲で取り組まれるよう支援するもの。

１ 加算対象となる「田んぼダム」の定義

大雨時に河川や水路の水位の急上昇を抑えることで下流域の
湛水被害リスクを低減させることを目的に、水田の排水口に
流出量を抑制するための落水量調整装置を設置する等して雨
水貯留能力を人為的に高める取組をいう。

流出を抑制する落水量調整装置の
例

ピークカット
効 果

流出抑制の効果

田んぼダム実施の流出量

通常の田んぼの流出量

資料：農研機構

「田んぼダム」により
雨水が一時的に水田に
貯留され、流出量の
ピークがカットされる

ピークカット効
果

２ 加算措置の要件

資源向上支払（共同）

400円/10a
（北海道：320円

/10a）

事業計画期間5年

： 加算単価

2,400円/10a
（北海道：1,920円

/10a）

：従来の単価

注）本支払の活動を5年以上実施、又は長寿命化のための活動に取組む地区
は加算単価に0.75を乗じた額とする。

写真：新潟市

３ 加算単
価

① 市町村による計画の策定
市町村は都道府県知事と協議の上、水田貯留機能強化計画注）1を
策定する。
注1：既に、流域治水プロジェクトの計画等に「田んぼダム」が位置付け
られてい

る地域は策定不要

② 活動組織による事業計画の変更
・資源向上支払（共同）の活動項目「48 水田の貯留機能向上の
活動」
または「55 防災・減災力の強化」の取組として田んぼダムを

実施す
ること。

・実施面積、年度別計画及び位置図を事業計画書に記載するこ
と。

③ 実施面積
・事業計画期間中に、資源向上支払（共同）の交付を受ける田
面積全
体のうち、５割以上（広域活動組織の場合は、加算措置に取

り組む
集落毎に交付を受ける田面積全体の５割以上）で「田んぼダ

ム」に
取り組むこと。

1314
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多面的機能の更なる増進への支援項目の追加

〇地域の創意工夫に基づき、以下のａ～ｊから選択した活動と、ｋの広
報活動を毎年度実施※１、２します。

〇令和７年度より、ｈとiを新たに追加します。

※１ 直ちにa～ｊのいずれかの活動に取り組めない地区については、資源向上支払（共
同）の交付単価は基本単価に5/6を乗じた額になります。

※２ 対象農用地に中山間地域等が含まれる場合は、ｋの広報活動の実施を任意として
います。

a：遊休農地の有効活用 b：鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の
強化

c：地域住民による直営施工 d：防災・減災力の強化

e：農村環境保全活動の幅広い展開 f  : やすらぎ・福祉及び教育機能の活用

g：農村文化の伝承を通じた農村コミュニ
ティの強化

h：水管理を通じた環境負荷低減活動の強
化

ｉ：広域活動組織における活動支援班※

による活動の実施

ｊ：a～ｉのほか、都道府県が実施要綱に基づく基本方針において対象活動とすること
とした活動

ｋ：広報活動・農的関係人口の拡大

都府県 北海道

田 400 320

畑 240 80

草地 40 20

※農地・水保全管理支払の取組を含め５年
間以上実施、または長寿命化のための活動
に取り組む地区は加算単価に0.75を乗じた
額になります。
※加算措置の適用期間は、本加算措置を受
けた年度から、当該活動期間の最終年度ま
でに限ります。

i：広域活動組織における活動支援班の設置及び活動の実施

h：水管理を通じた環境負荷低減活動の強化

〇多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる活動組織が、新たに

活動項目を選択し、１活動項目以上追加する場合又は初めて多面的機

能の増進を図る活動に取り組む組織が２活動項目以上選択して取り組

む場合、資源向上支払（共同）に単価の加算を行います。

〇要件

〇必要な手続、確認方法

〇要件

〇必要な手続、確認方法
ほかの増進項目と同様に、活動記録をもとに確認します。

環境負荷低減の取組（長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、江

の設置、中干し期間の延長）をほかの増進項目と同様に、活動組

織内で決めた農地において実施すれば、増進活動としてみなされま

す。増進活動については、化学肥料・化学合成農薬を都道府県の

慣行レベルから原則５割以上低減する取組の要件や、取組面積

の拡大についての要件、長期中干しにおける溝切の実施の要件、

一ほ場一取組の制限はありません。

広域活動組織において、活動支援班が設置されており、その活

動支援班が広域活動組織内の集落をまたいで活動を実施してい

る場合、要件を満たしているとみなされます。

活動計画を提出する際に、活動支援班の構成員名簿を併せて提

出いただく必要があります。（申請後に設置した場合は、申請した年

度の報告時に設置したことが分かる書類を提出）

また、活動支援班の活動実績については、活動記録の備考欄に記

載する必要があり、それをもとに活動の有無を確認します。

多面的機能の増進を図る活動

15

〇活動記録（修正案）



４ 多様な人材の参画について
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○ 外部団体等とのマッチングの仕組みについて、人口減少・高齢化に伴い、共同活動の継続に支障を来すおそれがある
中山間地域等を中心に、活動組織の体制強化に向けて、県単位で活動組織と外部団体等とのマッチングの仕組みの構築
に取り組むこととしています。

○ 既存のマッチングの取組事例は、主に、都道府県が調整役となり、調整役が外部団体等と地域を仲介する①「調整役配
置型」と支援希望者の情報をHPに掲載し、外部団体等が支援の希望を直接募集者に申し出る②「HP掲載型」があります。

○ 国営土地改良事業における入札加点評価制度について、地域への外部人材の呼込みを推進する取組の一環として、
令和７年４月１日から、国営土地改良事業の工事・業務の総合評価落札方式等において、多面的機能支払の共同活動
への参加実績を新たに評価対象としています。

４ 多様な人材の参画について

○既存のマッチング等外部人材との連携の取組事例

マッチングの取組事例
静岡県「むらマッチ」
・ ①調整役配置型の事例
・ 静岡県が運営するプラットフォームサイト
・ 調整役として「むらづくり相談窓口」を設置

栃木県農地水多面的機能保全推進協議会
「TANOPO」
・②HP掲載型の事例
・栃木県農地水多面的機能保全推進協議会のHP
をリニューアルして、ポータルサイトを設置

外部人材との連携に関する取組事例

○建設企業等の共同活動への参加について（新たな入札加点評価制度
の概要）

・評価対象
対象工事：予定価格が２億７千万円未満の工事
対象業務：地域要件をかけた測量業務、調査業務、用地業務等
※想定される企業…地元に精通した建設会社や建設コンサルタント等

・評価内容
多面的機能支払交付金の活動組織の構成員として行う継続的な活動
実績の評価＜企業評価として１～３点を評価＞
・活動組織の保全管理する区域が地域振興立法８法及び棚田地域振
興法のいずれかに該当する活動組織との連携に限る

・２か年以上、継続的に活動を行った場合に評価
・企業として活動組織の構成員となる、もしくは活動組織と協定を
締結し、活動組織から活動実績の証明を受けている場合に評価

17



４ー２ マッチングの対象範囲の考え方（中山間地域への重点的支援について）

○多面的機能支払交付金においては、中山間地域（地域振興立法８法指定地域＋棚田指定地域）にある活動組織が約
1.5万組織（認定農用地約141万ha）存在し、全体の56％（認定農用地は61％）を占めています。

○中山間地域においては、集落機能が急激に低下する９戸以下の集落の割合が急激に増大しており、今後、共同活動の
継続を断念する活動組織が増える可能性があります。

○こうした状況を踏まえ、マッチングについては、中山間地域の活動組織に対して重点的に取り組む必要があります。

活動組織数
認定農用地面積

（ha）

全国計 A 26,138 2,330,950

うち、８法指定地域
又は

指定棚田地域 B
14,602 1,413,202

割合（B/A） 56％ 61％

農地維持支払の活動組織数、認定農用地面積（令和５年度）
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【参考】マッチングの取組事例① 静岡県「むらマッチ」

１

○取組概要 ○取組事例
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取組事例① 静岡県「むらマッチ」

○活用方法 ○マッチングの流れ
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取組事例② 栃木県農地水多面的機能保全推進協議会「TANOPO」
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取組事例② 栃木県農地水多面的機能保全推進協議会「TANOPO」
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外部連携の事例（１）企業連携 連携事例①

【活動組織】 【連携先】

はばたけ大川（静岡県 静岡市）×（株）アクタガワ

• 静岡県が運営する「むらマッチ」のモデルとして、県の仲介でマッチ
ング。

• 企業、組織、県の３者による事前面談でニーズのすり合わせを行い、協
力しやすい「草刈り」の連携を令和4年度から開始。大川地区からの提
案で、参加者の楽しみとして、作業後に地区内のオートキャンプ場での
バーベキューを企画。

• 企業参加者は、令和4年度は約20名、令和5年度は約60名。

• （株）アクタガワでは、大川地区の里地里山としての良好な景観保持、
人々が集う地域コミュニティの活性化、さらには、陸地から川・海へ連
なる自然環境を目指す取り組み（SDGs目標11、14、15に貢献する
活動）と位置づけて取り組んでいる。

活
動
概
要

連
携
の
経
緯

• 作業の後にはレクリエーションも取り入れる等、活動に楽しみを見
出すことが活動継続に繋がる。

• 活動の受け入れは慣れるまでは大変であるが、経験により双方の
連携ノウハウが蓄積され、様々な取組ができるようになる。

連
携
の
ポ
イ
ン
ト

• 認定農用地面積 45.9ha
（田3.9ha、畑42.0ha）

• 構成員 農業従事者、自治会
• 取り組む活動 農地維持支払
 資源向上支払

企
業
情
報

• 企業名は「 （株）アクタガワ」。1999年に静岡市に創業。介護施設を中心
に静岡県内に106事業所を構える地域密着型企業。

• CSR活動に積極的で、海岸清掃や竹林整備なども実施。アクタガワホー
ルディングスグループとして２０２１年にSDGs宣言。新たに、農業関連の
活動を模索していたところ、県の仲介で大川地区と連携。

草刈りに約60名の従業員が参加

• 職場が分散しており、社員同士で顔を合わせる機会が少なかった
ので、今回の活動は社内コミュニケーションを図る良い機会と
なった。

• 地域貢献やSDGsへの貢献を実感し社員のモチベーションが向上
した。

• 報道番組で紹介され、企業イメージの向上に大きく貢献した。

企
業
の
メ
リ
ッ
ト

企業HP(CSR活動紹介、採用募集）にて活動をPR草刈機の使い方の講習

【連携のきっかけ】
県が運営するポータルサイト
「むらマッチ」による仲介

組
織
の
状
況

• 平成20年度に活動組織を立ち上げ、水路・農道の草刈り、泥上げや遊
休農地の発生防止、景観形成活動及び鳥獣被害防止等の活動を実施。

• 活動組織は、自治会、農業者等で構成。

事例報告

連携に至った流れ

（株）アクタガワ

県むらづくりワンストップ窓口 ⇒ 県農地保全課（むらマッチ担当）

はばたけ大川

④共同活動

①活動地域の
問い合わせ

活動組織

②連携の
提案

企業

③活動内容の調整
むらマッチへの掲載

むらマッチへの掲載
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【活動組織】 【連携先】

荒川南部地域保全会（栃木県 那須烏山市） × 東日本旅客鉄道 大宮支社 宇都宮運輸区

ヒマワリ畑の観光客が増加

外部連携の事例（１）企業連携 連携事例②

事例報告

• 烏山線開業100年イベントの内容について、宇都宮運輸区から相談を受
けた市が、ヒマワリによる景観形成活動を実施する活動組織を紹介。

• 同景観形成活動は烏山沿線でも行われており、運転士・車掌にも認知され
ていたため、協力の話し合いは円滑に進み、令和5年6月の初回活動には、
宇都宮運輸区の運転士・車掌8名が播種活動に参加。

• 播種活動の他にも、企業側は線路沿線の草刈りを自主的に実施。

活
動
概
要

①JR烏山線開業100周年記念イベントの開催

②市担当課による仲介（市と活動組織の連絡体制の構築）

（活動組織）活動の様子がテレビで大きく取り上げられ、参加者の大きな励
みとなった。参加者の増加や活動の活性化が期待できる。

（ 企 業 ）JRでは、一部列車の減速運転を実施し、電車車窓からのヒマワリ
の風景をPRすることで、乗客人数の増加が図られた。

連
携
の
効
果

地
区
概
要

• 認定農用地面積 96.3ha
（田88.4ha、畑7.9ha）

• 構成員 土地改良区、自治会、
子供会、農事組合法人 等

• 取り組む活動 農地維持支払
 資源向上支払

企
業
情
報

旅客鉄道事業、旅行業 等
を行う鉄道会社

減速運転のチラシ宇都宮運輸区による草刈状況

連携に至った流れ

ＪＲ東日本
宇都宮運輸区

那須烏山市 まちづくり課・農政課

荒川南部
地域保全会

③共同活動

①イベント内容の相談

活動組織

②連携の提案

企業

活動組織の構成員である土地改良区は、日ごろから那須
烏山市の相談に柔軟に対応しており、何かあれば連絡が
来るような協力体制が構築されていたことで、今回のイ
ベントでの仲介に繋がった。

連
携
の
経
緯

「烏山線100周年」をPRする那須烏山市 公式サイト

宇都宮運輸区では、市町づくり課と連携し、減少傾向に
あった烏山線の利用者数増加に向けて、烏山線開業
100周年を地域とともに盛り上げるイベントを模索して
いた。

• 認定農用地面積 96.3ha
（田88.4ha、畑7.9ha）

• 構成員 土地改良区、自治会、
子供会、農事組合法人 等

• 取り組む活動 農地維持支払
 資源向上支払

企
業
情
報

• 企業名は「東日本旅客鉄道大宮支社」。主に埼玉県・栃木県の在来線や新幹線、
鉄道駅を管轄するJR東日本の地域支社。

• 同社の地方路線である「烏山線」は、栃木県那須烏山市から根沢町までの路線距
離20.4ｋｍを走行し、車掌・運転士は宇都宮運輸区に所属。

組
織
の
状
況

• 平成20年度に活動組織を立ち上げ、水路・農道・ため池の草刈り、泥上げ、景観
形成活動及び遊休農地の有効活用等を実施。

• 活動組織は、自治会（4地区）、子供会、土地改良区、農業者等で構成。

• 市との連携が図られており、緊密な協力体制が構築されている。

（例：防災協定を結ぶ豊島区住民らの自然体験受入、CM撮影の場所提供等）

３

【連携のきっかけ】
企業から活動組織への働きかけ

（市の仲介）
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【活動組織】 【連携先】

小戸下組（こどしもぐみ）環境保全会（新津郷広域協定）（新潟県新潟市）× 小中学生

外部連携の事例（２）教育機関連携 事例①

事例報告

• 子供たちの参加により、活動組織の構成員の意欲が向上し、
活動が活性化している。

連
携
の
効
果

地
区
概
要

・認定農用地面積 96.1ha
（田89.85ha、畑6.25ha）

・構成員 農家組合、自治会、
女性会、子ども会 等

・取り組む活動 農地維持支払
資源向上支払

•

活
動
概
要

• 主な活動は月1回の水路の巡視・清掃、植栽活動。延べ100名
程度が参加し、うち1/3が小中学生。

• 活動組織の代表が、教育委員会の委嘱を受けて学校-地域間の
企画・調整を行う「地域学校協働活動推進員」を兼任しており、
同業務の一環として地域の小中学校や地域に対して、多面的機
能支払交付金の役割を積極的にPRしている。活動広報紙を通
じたPRも検討されており、今後の連携拡大が期待される。

地域学校協働活動推進員（地域教育コー
ディネーター）の活動広報紙

「地域学校協働活動推進員」の活動
（地域教育コーディネーター）

• 地域の学校や自治会，公民館・図書館などへ足を運び農業・農
村が持つ多面的機能の重要性を説明することで、共同活動の
拡大を図っている。

PR資料の活用

• 協働活動とSDGsの関係性がわかる資料を作成して、関係者
にPRし、協働活動の重要性を啓発している。

活
動
拡
大
の
工
夫

連携活動の様子（植栽）活動に参加する子供たち

地域学校協働活動と
連携した取組事例

組
織
の
状
況

• 市街地近郊の平野部に位置し、組織構成員の約3割が子供会関
係者。

• 活動に支障を与えるような人口減少は生じていないが、高齢化
は進展しており、活動組織役員は将来的な活動継続を懸念。

９

SDGsとの関係をPRする資料
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11

外部連携の事例（２）教育機関連携 事例②

事例報告

【活動組織】 【連携先】

柴橋環境保全会（胎内市広域協定：新潟県 胎内市）× 大学生

・草刈り活動に参加した学生が、生き物調査や収穫祭等の草刈り以外の活
動にも主体的に参加するなど、連携活動の輪が拡大。

・学生の受け入れ態勢を整えた結果、学生以外の非農家の参加も増加。

連
携
の
効
果

地
区
概
要

・認定農用地面積91.66ha
（田90.94ha、畑0.72ha）

・構成員 自治会、女性部、
子ども会 等

・取り組む活動 農地維持支払
資源向上支払

ネットを通じた情報発信

• ブログやSNSを活用し、活動の様子やスケジュール等の情報を広く公
開。また、SNSでは登録者への一斉連絡のほか、個別の問合せにも対
応するため、参加者のリピート率も高い。

十分な手当の支給

• 地域のバイト代より高い活動日当(1,100円/h)を支給し、バイト感覚
での学生参加を促進。※新潟県の最低賃金(R4)は890円/ｈ

未経験者へのサポート

• 草刈未経験者でも気軽に参加できるように、防護具の貸与や研修会を
開催。休憩をこまめにとるなど参加者の体調にも配慮し、これまで事
故やケガは発生していない。

活
動
拡
大
の
工
夫

•

活
動
概
要

• 平成30年に胎内市内に開校した「新潟食料農業大学」構内に学生募
集のチラシを掲示したことにより、大学生が草刈活動に参加するよう
になる。

• 平成30年以降、約250名（延べ人数）の大学生が草刈り活動に参加
（令和5年10月時点）。

連携活動の様子（草刈り）

大学生募集のチラシ

広報紙（活動結果や予定を周知）

連携活動の様子（生き物調査）
水辺の生き物図鑑（大学生が作成）

大学生の草刈りサポーターが
活躍している事例

組
織
の
状
況

• 新たな世帯の増加と少子高齢化により、地域活動に対する意識が希
薄化し、農家のみによる保全管理が困難になりつつある状況。

• 共同活動は水路・農道の草刈り、江ざらい、農道補修、クリーン作戦、
花の植栽・管理、さつまいもの栽培、生き物調査、収穫祭等を実施。
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外部連携の事例（２）教育機関連携 事例③

事例報告

【活動組織】 【連携先】

大代ティーパラダイス（静岡県 静岡市）× 大学生（静岡大学）

• 大学教員の営農指導を受けてハウストマトを導入し、「天空トマ
ト」としてブランド化。専業農家としての就農が可能となったた
め地区に若手が戻ってくるなど、Ｕターン者や移住者が出てき
ている。

• 地域の若いリーダーが学生と一緒に課題解決を考えることは、
リーダーにもよい刺激を与えており、「天空茶屋」の開設や空き
家改修による移住者誘致の検討等、地域活性化向けた意欲的な
取組を促進している。

• 地域に活気が戻り、イベント時以外も子ども世代や孫世代の帰
省する機会や農作業を手伝う機会が増加している。

• カリキュラムを受講した学生が卒業後、静岡県や農協他、農業関
連の就職先を選択して地域で活躍するなど、人材育成に寄与し
ている。

連
携
の
効
果

• 既に協働で農作業を行っている農村と教育機関が活動組織を立ち上
げ、多面的機能支払交付金を活用することで活動の幅を広げた。

• 教員が活動組織の構成員となり事務手続きを担当。

• 学生には、地域の人との意思疎通を図り相互理解を深めながら、自ら
で課題を考える力を養うことが求められている。

• 地域の若いリーダーが学生と相談・支援しながら一緒に課題解決を考
えることで、リーダーにもよい刺激を与えており、空き家を改修して移
住者を呼べないか等、地域活性に意欲的に取り組んでいる。

活
動
継
続
の
工
夫

• 静岡大学農学部を紹介された地区の代表者が大学を訪問。教育
機関を「一社」として位置づけた初めての「一社一村しずおか運
動」として2007年度から協働活動を開始。

• 大学では、協働活動を「農業環境演習」という農林業の現場で主
体的、実践的に学ぶ３年間のカリキュラムとして位置づけ。大学
生は、地区の農業者の指導・協力のもと、茶園の管理、草刈り等
をはじめとした様々な演習に取り組む。

• 2020年度には、大学が構成員となって事務等の支援を行うこ
とにより、活動組織「大代ティーパラダイス」を立ち上げ、多面的
機能支払への取組を開始。交付金を活用し、獣害対策等、協働活
動の強化を図った。

取
組
の
経
緯

学生による援農活動の様子

大学との連携により
本交付金に取り組んだ事例

連
携
前
の
状
況

農業環境演習

学生が３年間継続して地域に通い、地域住民との協働による農作業や農村生
活等の体験を通じて地域の維持・活性化において活躍できる人材を目指すカリ
キュラム。１年生は年間の農作業等を体験。２～３年生は「課題解決チーム」に分
かれ、地域住民と協働で地域の課題解決に取り組み、自ら考え、工夫する力を
身に着ける。

課題解決チーム（茶園管理チーム）

１年間を通じて茶園の管理から収穫等の農作業を行う。

課題解決チーム（茶販売促進チーム）

茶のパッケージ作成や朝市での販売、オンラインでの紹介等を行う。

課題解決チーム（水みちチーム）

大代集落の上水、農業用水の水源（水もと）及び水路（水みち）の維持管理を
行う。今年度の活動で水源にWEBカメラを設置し、現地に行かなくても施設の
状況が把握できるようになった。

課題解決チーム（獣害チーム）

集落の周囲に設置された電気柵等の点検、補修を行う。

課題解決チーム（訪問づくり・歴史文化チーム）

地区内外の人が集まるイベント等の企画を行う。

活
動
の
概
要

農村サステナブルフォーラム（R5.11.25）に展示されたパネル

• 【大代地区】 標高約780ｍに位置する中山間地域の集落で、少子
高齢化が進行しており、地域活性化の方法を模索。 「一社一村し
ずおか運動」を県職員から紹介され、連携先を探していた。

• 【静岡大学農学部】 農業農村の現場で学ぶフィールド教育と中山
間地域の支援のあり方を模索していた。
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活動組織の皆様へ

建設企業等の共同活動への参加について

〇多面的機能支払においては、人口減少・高齢化に伴い、活動の継続が
困難となっていることから、活動組織の体制強化に向けて、地域への外部

   人材の呼込みなどを推進していくこととしています。

〇今般、この取組の一環として、農林水産省が行う国営土地改良事業の
工事及び業務に参加しようとする建設企業等に、多面的機能支払の活動
組織の活動への参加を促す取組をスタートします。

〇今後、建設企業等から、共同活動へ参加したいとの申し出がありましたら、
   是非、前向きに連携を御検討ください。

〇なお、建設企業等との調整の中で、何か御不明な点などありましたら、
   最寄りの地方農政局等にお問い合わせください。



【 おわりに 】

多面的機能支払交付金について分かりやすく解説した動画がありますので、
ぜひ御活用ください。

■多面的機能支払交付金でできること

多面的機能支払交付金を活用して、どのような共
同活動に取り組むことができるのかを解説した動
画です。
https://www.youtube.com/watch?v=Lea88VRaVqY 

■多面的機能支払交付金利用の手続

多面的機能支払交付金の交付を受けるに当たって、
活動の手順や申請書類などについて解説した動画
です。
https://www.youtube.com/watch?v=5HQ3R_hlujM 

■多面的機能支払交付金活動組織の広域化のすすめ

最上町広域協定の事例をもとに関係者へのインタ
ビューを行い、広域化のプロセスを解説した動画で
す。
https://www.youtube.com/watch?v=x1NFLfCkdq0 
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*QRコード読み取りか検索サイト・Youtubeで検索してください。

29

https://www.youtube.com/watch?v=Lea88VRaVqY
https://www.youtube.com/watch?v=5HQ3R_hlujM
https://www.youtube.com/watch?v=x1NFLfCkdq0


１．村上市越沢集落について

人口・世帯数

人口：114人

（男性56人、女性58人）

世帯数：43世帯

令和7年11月1日時点

33

越沢集落

海から３㎞
山・川・田に囲まれた

自然豊かな集落

山形県鶴岡市

村上市（山北地域）

国指定名勝天然記念物

「笹川流れ」



寒川集落
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越沢集落

村上市方面

鶴岡市方面
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有害鳥獣対策を始めたきっかけ
○Ｈ２４まで・・・

・ニホンザルによる鳥獣害被害が多発しているが、集落とし
て

主だった対策は行っていない。

・有害鳥獣捕獲の有資格者が当時０人だった。

・このまま放置すると田畑で耕作ができなくなる危機感。
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ニホンザル用電気柵の設置

•村上市有害鳥獣被害防止対策協議会の事業により、電気柵を導入

37



ニホンサル対策電気柵 3,158ｍ（国補助 21か所、市単独補助事業10か所）
イノシシ対策電気柵 10.120ｍ（国補助 14か所）

越沢集落の電気柵設置状況（令和５年度末現在）

年度 国補助 市単独 計 延長（m） 対象鳥獣
H25 1 2 3 580 サル
H26 3 3 380 サル
H28 5 5 375 サル
H29 5 5 404 サル
H30 7 7 759 サル
R01 6 6 480 サル

1 1 60 サル
3 3 2,220 イノシシ

R04 8 8 7,130 イノシシ
1 1 120 サル
3 3 770 イノシシ

Ｒ03

R05
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令和４年度の設置は二日かかり、設置面積増加に伴い
電気柵トラブルも激増した、また令和4年8月新潟県北部
豪雨で電気柵が被害にあったこともありその対応にも追
われることとなった。

イノシシ用電気柵の設置
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集落環境診断の実施【H28年度・29年度】

有害鳥獣対策について、農業者だけではなく集落
全体の問題として共有し、集落が一丸となって対
策を推進するために、外部の専門家を招いての
ワークショップを実施。

※集落環境診断は村上市有害鳥獣被害防止対策協議会事業で平
成

26年度から実施。山北地域内では越沢集落が初めて。
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集落環境診断の実施【H28年度・29年度】
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集落環境診断（イノシシ対策）
【R1年度～R4年度】

近年イノシシによる水稲被害が多発し、越沢集落で稲作ができ
なくなるのではないかという危機感から、改めてイノシシ対策
の集落環境診断・ワークショップを実施。
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ワークショップ内で有害鳥獣対策の地域おこ
し協力隊を導入してはどうか？という声が
あった。
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地域おこし協力隊の導入【R3～R5】

・神様の神に大吉の吉で「神吉」（かんき）

大学生時代にライフル射撃部に入部しその際に
猟銃等所持許可証（銃を持つ使う為の許可書）
を取得。

兵庫県明石市で不動産会社に勤めていた会社を
退職後、銃の所持許可を生かしたいと思い、福
岡の地域おこし協力隊（ジビエ振興、獣害対
策）を３年間勤め、その後そこで紹介された沖
縄の環境調査の会社にて外来種駆除作業に１年
契約社員で従事、新潟に獣害関係で知り合いが
何人か居たこともあり村上市協力隊（イノシシ
対策）を3年間勤め、任期終了後は獣害対策の村
上市集落支援員になり現在に至る。
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・捕獲活動
・センサーカメラ調査
・捕獲時の個体処理および解体
・罠の修繕、管理（見回り、設置等）
・電気柵のトラブル対応
・銃による追い払い
・獣害関係相談対応 など
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僕らに集落の境とか
関係ないからね！

越沢で農業を営んでいる人は隣の集
落である寒川にも田んぼがあるため、
寒川と越沢の隣地でも初年度から活
動していました。

その後は頼まれて他の集落での獣害
対応も行っていくようになりました。
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集落内のコミュニティ
・営農組合
・消防団
・生ビール祭り実行委員会
・越沢獅子舞保存会 等

集落外のコミュニティ
・山北地域移住者の集まり
・猟友会
・さんぽくフードツーリズム委員会
・もくりんフェス実行委員会 等



協力隊として集落に住んだ後
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＜村上市の募集要項＞
越沢集落でイノシシ被害から農地を守る協力隊員を募集！

越沢に入った時に、市からお願いされたこと
・イノシシ対策(捕獲など)
・将来的にはその技術経験を他集落にも広めてほしい。
・地域振興活動
→地区外の地域イベントに参加するきっかけに

越沢に入った時に、集落からお願いされたこと
・捕獲も含めた対策活動全般への参加(営農組合)
・集落維持活動への参加（各集落内組織）

越沢に入った時に、住民からお願いされたこと
・電気柵の不具合の相談
・イノシシ以外にもサルやクマ、ハクビシンの相談
→住民側はイノシシ対策というより獣害対策の人という認識



協力隊参画のために
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＜集落側＞
協力隊受け入れの参画目的・目標は、決まっていた。
・イノシシの捕獲・対策をお願いすること
・それを、回覧板で集落全員に周知していた

＜協力隊隊員（神吉）側＞
・村上市や越沢に来て何がしたいこれがしたいというものはなかった。
・募集要項の通りの任務をするつもりだった。
＝集落が参画ビジョンを持っていてくれて、
集落で何をしたらいいのか、集落構成員としての役割が分かったのも良かった。

偶然、集落に来たばかりでイノシシが捕れた。
搬出や解体ができる！と、集落にアピールできる場があったので、
集落の人が、協力隊の仕事の具体的なイメージを持ってもらえた。

鳥獣被害対策経験のバックグラウンドがあったことも良かった



まとめ
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・協力隊の導入目的はきっちり集落で決めていた方が良い
→協力隊を何のために受け入れるのか
→協力隊に何をしてほしいのか
→協力隊に対して何が出来るのか

・それを周知することが非常に大事
→伝え方ひとつで、
地域おこし協力隊なのか便利な人（何でも屋）なのかの分かれ目に！

・未経験者を受け入れる場合はその地域で「育てる」必要がある
→各種免許取得の補助
→新潟県主催の獣害対策研修の利用
→教えてくれる猟友会、農家ハンターの紹介
（一年半～はがっつり研修に充てた方がよいと思います）



集落を挙げて獣害対策の推進結果

（１）サル・イノシシ用電気柵の設置

〇集落内のほぼ全域の農地を囲むことができた。

〇隣の寒川集落にも設置面積を拡大。

（２）集落内での有害鳥獣獣害の担い手の増加

〇H24年度 0人 ⇒ 令和5年度 5名

（３）集落住民の意識の共有が図られた

〇定期的に電気柵の機能診断を行ったり、外部有識者から

ノウハウを頂戴するなどして、常に対策を施している。

（４）地域おこし協力隊の導入

〇集落住民とも親密な関係になり、集落住民と共に対策に

取り組んでいる。
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今後の問題・課題・展望

・鳥獣害対策全般を行う熱意の維持

・集落内で獣害対策や集落環境維持に係わる人材の問題
（集落環境整備や獣害対策の一部作業にはそれなりの人員が必要）
（罠の設置や捕獲個体の回収、解体になると一部の住人に負担が集中している）

・越沢の取組を他の各市町村でも実践していただき、
広域的な鳥獣害対策が必要
（行政の協力も不可欠）
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○Ｈ24年度頃から猿、Ｒ１年度頃から
イノシシ被害が出始め、圃場が荒らさ
れ、畦畔や農道が破壊されていた。
Ｒ２年度頃からは一年中水路の泥上げ
と施設の修復を繰り返す日々。
当時は主だった対策は行っておらず、
このまま放置すれば耕作、営農が
できなくなる危機にさらされる。

越沢環境整備保全会（新潟県村上市）

獣害対策取組以前の状況

 

獣害対策取組内容

○多面的活動の一環としてイノシシの
箱罠設置を行っており、同じ団地の隣接集

落を含めるとＲ６年度は６頭、
Ｒ７年度は２頭捕獲。また
くくり罠ではＲ６年度は1頭、
Ｒ７年度は６頭捕獲。

○これらの活動により、獣害被害が取組
以前と比べて減少した。しかしながら、
猿も含め、学習能力が高い個体が生き残り、
今までにない被害も多発。有資格者の
人数、労力の問題を含め、探索しながら
レベルをあげて現在も奮闘中。

獣害対策取組の効果

集落を挙げて獣害対策の推進

【地区概要】※Ｒ６年度時点
・認定農用地面積 24 ha
（田 23 ha・畑 0.7 ha）

・資源量 水路20.9km・農道3.3km
・主な構成員 営農組合、自治会、

老人クラブ、消防団、子ども育成会等

・交付金 約150万円（Ｒ６）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○電気柵設置には非農家含め毎回
20人前後が参加。Ｒ５年度末には集落内
ほぼ全域の農用地を囲うことが出来た。
（総延長13,278m）

○獣害対策のノウハウを持つ
者を組織に招き、構成員として（泥
上げや草刈り等の活動を含め、）計
画策定から活動を共に行っている。
そのため、獣害
対策の知識支援
を受けながら
活動ができる。

こえさわ むらかみし

○越沢環境整備保全会は、海・山・川に囲まれた環境に位置し、自然豊かな農村維持を
目的として平成23年度より本交付金の取組を実施。施設の整備、複数箇所の植栽、生
き物調査、獣害対策等多岐にわたる活動を組織で役割分担をしながら実施している。

○本地域（組織）の特徴として、令和３年度から地域おこし協力隊を受け入れ、集落を
挙げて獣害対策に取り組んできた。協力隊員は３年の任期を終えた退任後も村上市集
落支援員勤務をしながら集落に残り、越沢環境整備保全会構成員として活動している。

○獣害対策のスキルを持つ者が活動の計画策定から加わり、獣害対策のアドバイスを行
うことで活動組織に対策のノウハウが身につく。その結果、取組以前と比べて獣害被
害が減少し、10年以上変わらない耕作面積の維持ができている。

○また、多面的交付金から電気柵
や箱罠の設置、緩衝帯整備の日当
を支出している。

山間農業地域

イノシシにより壊された畦畔・
農道。水路も泥で埋没。

計画策定中の
画像

電柵張りの画
像

緩衝帯整備中
の画像

罠設置中の画
像



令和６年度弥彦村の
１村１広域化組織に向けた取組

弥彦村産業部農業振興課
主事 中野 貴大



弥彦村多面的機能支払交付金制度の現状（R6）

申請状況

⑴ 活動組織数 12組織

⑵ 対象農用地面積 65,751a

⑶ 事 業 費 44,176,755円

内訳

・農地維持支払  12組織 19,865,100円

・資源向上支払（共同活動） 5組織  3,659,742円

・資源向上支払（長寿命化） 9組織 20,651,913円



弥彦村多面的機能支払交付金制度の問題点

活動を休止する組織が増加

・これまでに２組織が活動休止

・令和７年度に１組織が活動休止を予定していた

→理由は事務負担が重い、役員の成り手がいない

構成員の高齢化・担い手不足が進行



広域化を目指したきっかけ

活動休止の理由は事務作業の担い手不足

地域リーダーへの業務偏重

村として広域化して事務を任せられる

運営事務局を設置したい！



広域化アドバイザーから広域化の進め方・仕組みづくり

について助言してもらった

令和６年６月～令和７年３月まで５回打ち合わせを実施

主な相談内容

・広域化の進め方

・広域化の運営方法

・運営事務局の体制 など

多面広域化推進アドバイザー事業の活用



広域協定締結までのスケジュール

時期 内容

6/26 アドバイザーとの第１回打ち合わせ

11/18 刈羽村への先進地視察研修

12/13 広域化に関わる組織向け説明会

1/15 第１回広域化組織設立準備委員会

2/7 第２回広域化組織設立準備委員会

3/3 第３回広域化組織設立準備委員会

3/19 弥彦村広域協定設立総会

4/2 会計担当者向け説明会



事務局探し（６月）

今までは事務を引き受けてくれる事務局が

いなかったが・・・

株式会社伊彌彦へ事務委託

弥彦村内の農業法人３社が米の販売や新商品開発

など目的に令和元年に設立した組織



刈羽村への先進地視察研修（１１月）

広域化されている刈羽村広域協定を視察

運営体制や事務委託方法について勉強

刈羽村の運営体制をベースに

弥彦村版へ改良することに！



広域化に関わる活動組織向け説明会（１２月）

運営体制や事務委託方法の案を村で作成し、

説明会を実施

おおむね肯定的な意見だったため、

準備委員会を設立



広域化組織設立準備委員会の開催

１月～３月にわたって計３回準備委員会を開催

主な協議事項

・広域化後の統一ルール

・運営事務局への事務委託方法 など



事務局への事務委託体制

Ａ 【完全事務委託型】

事務局に経費執行＋事務処理を委託する場合

Ｂ 【書類作成型】

事務局に事務処理のみ委託する場合

Ｃ 【集落型】

組織で管理する場合

○伊彌彦事務員１名が事務処理・組織とのやり取りを行う



広域協定設立

令和７年３月に「弥彦村広域協定」が発足！

（全１４組織中１３組織が加入）



広域化前後の比較

広域化前 広域化後

集落組織数 12組織
14組織

（13組織が広域組織に加入）

事務処理 各組織 事務局が一括管理

活動範囲 各組織 加入組織全体

経費執行 各組織 加入組織全体



今後の方向性

今はまだ体制を整えただけ・・・

これからやりたいこと

・資材・機械の共同購入

・組織間の予算のフレキシブルな運用 など

広域化のメリットはこれからつくっていく！



広域化を行うにあたって苦労したこと

組織の前向きな姿勢のおかげでスムーズに進んだ

１番の問題点だった事務局を見つけることができた

伊彌彦の事務員は全くの農業初心者

まずは専門用語の勉強から（苗代、筆など）

広域化後も市町村のサポートは必要不可欠



おわりに

高齢化・人手不足に負けず、広域化により

「地域全体で農地を守る」という意識を改めて

共有する良い転換点となりました

ご清聴ありがとうございました



「活動組織と外部団体との
マッチングの構築に向けて」

令和７年12月３日
新潟県農地部農村環境課
中山間地域対策推進係 風間 勇人



「多面的機能支払交付金における活動組織と外部団体等との
マッチングの仕組みについて」

（令和7年3月18,19日農村振興局農地資源課多面的機能支払推進室）より



多面的みらい広場
～支援を希望する地域とみんながつながる場所～

●保全活動などの募集や参加ができる。
●HP等に募集リストを掲載し、活動組織と外部団体をマッチング。

何か地域のために
活動がしたい

様々な活動を
手伝ってほしい

多面的みらい広場
新潟県推進組織

地域の役に立つ

申込情報登録

直接
マッチン

グ

マッチングサイトに情報を掲載

〇〇を募集!!
活動の写真
内容：〇〇作業
場所：十日町市
日時：〇年〇月〇日

９時～12時

申込内容
名前：棚田みらい
年齢：〇〇さい
住所：新潟県〇〇
連絡先：〇〇〇●●

＜活動情報＞ ＜申込＞

情報登録

募集している活動
情報から連携した
い活動を選ぶ

支援を希望する活
動組織へ情報提供

・情報登録のあった
活動をホームページ等
で掲載



～スケジュール～

年内 ・マッチングサイトを構築
R8.1月頃 ・市町村を通じて周知

・情報収集
R8.4月以降・マッチングスタート申込

～スケジュール～

年内 ・マッチングサイトを構築
R8.1月頃 ・市町村を通じて周知

・情報収集
R8.4月以降・マッチングスタート

工事中
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